
小矢部市地域防災計画修正（案）の概要

○ 20班から11班に集約
（班内での相互応援体制の強化）
（平時の組織図を超えた組織体制）
○ 救助・避難班（避難所担当）を拡充
（避難所の連絡員の人員を確保）

災害対策本部組織の見直し

○ 災害警戒本部の廃止
（従前の災害警戒本部設置時点で災害対策
本部設置とする体制への変更）

○ 参集対象職員の見直し
（担当業務に合わせ見直し）

配備体制の見直し

○ 業務継続計画（BCP）の発動により、全
庁的に対応する体制の明記

〇 連絡調整会議の設置
（警察・消防・自衛隊等の防災関係機関等との
連絡調整）

災害対策本部運営の見直し

○ 避難行動要支援者の支援者等関係者を修正
（福祉関係者を想定して追加）
○ 市指定避難所の分類を明記
（地域拠点避難所・基幹避難所等）
○ 市指定避難所の整理
（施設廃止に伴う廃止、協定締結による追加）
○ 災害時応援協定の整理
（新規協定締結先を追加）
○ 災害対策本部関係の整理
（体制見直しに伴う整理）

その他修正・資料編の整理

資料１
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（班長：上下水道課長、副班長：上下水道課課長補佐）

応援班 （各課）

応援班 （各課）

消防班 小矢部消防署

商工立地振興課

（班長：財政課長、副班長：会計課長）

文化スポーツ課

消防 （班長：課長、副班長：主幹、副主幹）

（部門長：小矢部消防署長） 消防団班 消防団各分団

（副部門長①：小矢部消防署副署長） （班長：消防団長、副班長：副消防団長）

（副部門長③：都市建設課長）
（班長：都市建設課長、副班長：商工立地振興課長）

上下水道班 上下水道課

都市建設課※

観光課
インフラ対応

稲葉山牧野
（部門長：産業建設部長）

（班長：農林課長、副班長：観光課長）
（副部門長①：産業建設部理事）

住宅班 都市建設課※
（副部門長②：農林課長）

事務局員
総務課長補佐 （班長：生活環境課長、副班長：生活環境課課長補佐）

総務課員

道路班 農林課

総務課長 環境衛生班 生活環境課

財政課長 市民課※

（副部門長②：会計管理者）
（班長：税務課長、副班長：社会福祉課長、教育総務課長）

議会事務局長 物資班 財政課

消防署長 会計課

会計管理者 学校給食課

企画政策課長

総務部理事
市民生活支援

教育総務課産業建設部理事
（部門長：民生部長）

民生部理事
（副部門長①：教育委員会事務局長）

教育委員会事務局長

市民課※

本部員

企画政策部長

健康福祉課

総務部長

社会福祉課

産業建設部長

こども家庭課

民生部長

（班長：企画政策課長、副班長：議事調査課長）

救助・避難班 税務課

本部長 市　　長

定住支援課
副本部長

①副市長

津沢ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

②教育長

調整班 企画政策課※

議事調査課

総務班

応援班 （各課）

（部門長：総務部長） （班長：総務課長、副班長：行政マネジメント課長

（副部門長①：企画政策部長） 広報班 ＤＸ推進課

（副部門長②：議会事務局長） （班長：デジタル推進課長、副班長：デジタル推進課課長補佐）

総務課

行政マネジメント課

本部統括 企画政策課※

小矢部市災害対策本部

本部 部門 班 連絡員

（班長：文化スポーツ課長、副班長：文化スポーツ課課長補佐）

小矢部市災害対策本部

本部 部 班 連絡員

デジタル推進課

企画広報班 企画政策課

調　達　班 財政課

（副部長：議会事務局長）

（班長：企画政策課長、副班長：定住支援課長

商  工  班 商工立地振興課

（班長：商工立地振興課長、副班長：商工立地振興課課長補佐）

総　務　班 総務課

行政マネジメント課

津沢ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

総　　務　　部

議会事務局

（部　長：総務部長）

（班長：総務課長、副班長：総務課課長補佐）

（副部長：企画政策部長）

（班長：農林課長、副班長：稲葉山総合開発班長）

（班長：財政課長、副班長：財政課課長補佐）

避　難　班 税務課

（班長：税務課長、副班長：税務課課長補佐）

会　計　班 会計室

道　路　班 都市建設課

（班長：会計管理者、副班長：会計課課長補佐）

本部長 市　　長

副本部長
副市長

農　政　班 農林課

教育長

（班長：都市建設課長、副班長：都市建設課課長補佐）

企画政策部長

（部長：産業建設部長） 住　宅　班 都市建設課

本部員

総  務  部  長

産業建設部長

民  生  部 長 産 業 建 設 部

上下水道班 上下水道課

教育委員会事務局長 （班長：上下水道課長、副班長：上下水道課課長補佐）

会計管理者

議会事務局長

こども家庭課

市民課

消防署長

（班長：市民課長、副班長：市民課課長補佐）

総務部理事

災害救助班 社会福祉課

産業建設部理事 （班長：都市建設課長、副班長：建築指導班長）

企画政策課長

民生部理事

生活環境課

民　　生　　部
総務課長

（班長：社会福祉課長、副班長：こども家庭課長）

（部長：民生部長）
財政課長 救　護　班 健康福祉課

（副部長：民生部理事）

住　民　班

(班長：課長、副班長：主幹)
（部長：署長） 消防団班 消防団各分団
（副部長：副署長）

事務局員
総務課長補佐 （班長：健康福祉課長、副班長：健康福祉課課長補佐）

総務課員 生活環境班

文　　教　　部 （班長：教育総務課長、副班長：教育総務課課長補佐）

（部長：教育委員会事務局長） 社会教育班 文化スポーツ課

（班長：生活環境課長、副班長：生活環境課課長補佐）

消防総務班
小矢部消防署

消　　防　　部 警　防　班

定住支援課

（副部長：教育委員会事務局次長）

観　光　班 観光課

（班長：観光課長、副班長：観光課課長補佐）

（副部長：産業建設部理事）

文教総務班 教育総務課

修正前 修正後

【主な修正点】

①20班→11班に集約
・班内での応援を容易にし、全庁

を挙げて災害対応にあたる。
・平時の組織図を超えた組織体制

とし、災害警戒本部立ち上げ時
にBCPを発令し、災害時体制へ
移行する

②救助・避難班を大幅に拡充
・避難所の連絡員としての配備を

重視
・こども園、保育所職員も災害時

に動員するよう見直し

災害対策本部組織の見直し
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風水害地震配備体制

①警報１つ以上発令
②水防団待機水位到達

震度
３

第１警戒
配備

①警報発令かつ危険な状況が予想され
るとき

②大雨等により特定の地区に被害が予
想されるとき

③氾濫注意水位到達

震度
４

第２警戒
配備

（責任者：
総務部長）

①警報発令かつ、危険な状態が継続し、
災害の発生が予想されるとき

②大雨等による被害が局所的に発生し
たとき

③次のいずれかの場合
・避難判断水位に達し、かつ、引き続
き水位上昇が見込まれるとき

・大雨等により、要配慮者の避難が必
要と認めるとき

④次のいずれかの場合
・はん濫危険水位に達したとき
・土砂災害警戒情報が出されたとき
・大雨等により避難が必要と認めると
き

⑤氾濫危険水位を越え、なお水位が上
昇し、洪水の危険が迫っているとき

震度
５弱

災害警戒
本部

（本部長：
市長）

①大雨等により、氾濫・土砂災害など
の大規模な災害が発生したとき又は
予想されるとき

②局地的な災害であっても、甚大な被
害が予想されるとき

震度
５強
以上

災害対策
本部

（本部長：
市長）

風水害地震配備体制

①警報１つ以上発令
②水防団待機水位到達

震度
３

第１警戒
配備

①警報発令かつ危険な状況が予想され
るとき

②大雨等により特定の地区に被害が予
想されるとき

③氾濫注意水位到達

震度
４

第２警戒
配備

（責任者：
総務部長）

①警報発令かつ、危険な状態が継続し、
災害の発生が予想されるとき又は発
生したとき

②大雨等による被害が局所的に発生し
たとき

③次のいずれかの場合
・避難判断水位に達し、かつ、引き続
き水位上昇が見込まれるとき

・大雨等により、要配慮者の避難が必
要と認めるとき

④次のいずれかの場合
・はん濫危険水位に達したとき
・土砂災害警戒情報が出されたとき
・大雨等により避難が必要と認めると
き

⑤氾濫危険水位を越え、なお水位が上
昇し、洪水の危険が迫っているとき

震度
５弱
以上

災害対策
本部

（本部長：
市長）

配備体制の見直し
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災害対策本部運営の見直し

避難所開設

状況確認等

発災

安否確認・参集

本部員会議

BCP発動・
災害体制移行

避難所運営補
助（連絡員）

災害業務対
応

各課対応
各班対応

避難所担当 避難所担当

通常業務 優先通常業務

各課対応
各課対応

避難所開
設

災害業務対応

非常配備
本部員会議

参集

避難所運営補助（連
絡員）

各班対応

避難所担当 避難所担当

通常業務 優先通常業務

各課対応 各課対応

地震時の
災害体制移行
のイメージ

第２警戒
配備

状況確認等

各課対応

参集・BCP発動
災害体制移行

災害業務対応

各班対応

優先通常業務
各課対応

風水害時の
災害体制移行
のイメージ

本部員会議において
BCP発動を決定

↓
災害体制移行
（全庁対応）

連絡調整会議の構成

① 災害対策本部員

② 小矢部警察署

③ 砺波地域消防組合小矢部消防署

④ 小矢部市消防団

⑤ 小矢部市災害ボランティア本部
（小矢部市社会福祉協議会）

⑥ 富山県現地対策本部

⑦ 富山県リエゾン

⑧ 自衛隊派遣部隊

⑨ 緊急消防援助隊指揮支援隊

⑩ 指定公共機関のうち本部長が必要と認めたもの

⑪ 指定地方公共機関のうち本部長が必要と認めたもの

⑫ 公共的団体のうち本部長が必要と認めたもの

⑬ その他本部長が特に必要と認めたもの

■災害体制移行について ■連絡調整会議の設置について

＜役割＞＜意義＞

①情報共有と被害状況の集約
②活動の優先順位付けとリソース

調整
③物資、ロジスティクスの確保
④機関間の役割分担の調整
⑤対外発信内容の整合 など

①一元的な情報共有と状況把握
②重複、欠落の防止とリソース

の最適配分
③意思決定の迅速化
④信頼関係の構築と連携力の

向上

通常業務

通常業務
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その他修正・資料編の整理

■災害時協定関係の追加
○相互応援協定

・チームとやま相互応援協定
（県及び県内市町村との相互応援）

○物資提供関係
・ （一社）ジャパン・レンタル・アソシエーション

（災害時におけるレンタル資機材の供給）
○避難所関係 （再掲）

・ （株）ゴールドウイン
・ 宗教法人聖泉寺
・ 田川町内会

■避難所の整理
○分類の整理

・右記一覧表のとおり
○追加

・ （株）ゴールドウイン富山本店多目的ホール
（清沢）

・ 聖泉寺 （新富町）
・ 田川集会場 （田川）

○廃止
・ あらかわサロン
・ 水島保育所

■避難行動要支援者関係の修正
・避難行動要支援者の支援として、支援等関係
者に「その他避難支援等の実施に携わる関係
者」を追加。（ケアマネージャー等の福祉関係
者を想定）

※黄色網掛けは現在の拠点避難所

地域拠点避難所 基幹避難所 避難所

西部 石動小学校 武道館

教育センター

岩尾滝くつろぎ交流館

大和トランスポート（株）研修センターあすなろ

北部 宗教法人聖泉寺

中部 埴生保育所

南部 文化スポーツセンター

石動東部 石動きらりこども園

道の駅メルヘンおやべ

桜町ＪＯＭＯＮパーク

宮島 宮島公民館 田川集会場

大谷こども園

農村環境改善センター

ST物流（株）小矢部物流センター

正得 正得公民館 若林運動広場体育館

荒川 荒川公民館

若林 若林公民館

津沢コミュニティプラザ
（津沢公民館含む）

となみ野高等学校

南部公民館 （株）ゴールドウイン富山本店多目的ホール

水島 水島公民館・水島SC 津沢中学校

サイクリングターミナル

（株）北陸LIXIL製作所 小矢部工場

北蟹谷 北蟹谷公民館・北蟹谷SC 蟹谷こども園

東蟹谷 東蟹谷公民館

※拠点避難所は、地域拠点避難所として16拠点に再編成（原則各地区１か所）

大谷中学校

津沢小学校

蟹谷中学校

蟹谷小

藪波 薮波公民館・藪波SC 蟹谷小学校

津沢小
津沢

東部小学校子撫

大谷小

松沢 松沢公民館 大谷小学校

東部小
東部公民館

南谷 南谷公民館

市民交流プラザ

埴生 埴生公民館

校区名 地区名
指定避難所

石動小

石動高校

石動中学校

市民体育館
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７－２　小矢部市の指定緊急避難場所・指定避難所　一覧表

地　震 土　砂 洪　水
大規模
火災

全体面積
（㎡）

体育館等
収容可能
面積（㎡）

収容可能
人数

（1人3.5ｍ）

石動 10 ○ ○ ○ 石動小学校 屋内外 RC 学校長 後谷1151番地 67-0249 ○ ○ ○ ○ 6,310 1,100 310 有 95 双方向子局 有

石動 11 ○ ○ ○ 南谷公民館 屋内外 S 公民館長 安楽寺248番地 68-0994 ○ ○ ○ ○ 410 263 75 有 5 双方向子局 有

石動 17 ○ ○ ○ 埴生公民館 屋内外 RC 公民館長 石坂65番地 67-0971 ○ ○ ○ ○ 841 445 125 有 8 受信機 有

石動 70 ○ ○ ○ 市民交流プラザ 屋内外 S 所長 城山町1番1号 67-4500 ○ ○ ○ ○ 2,231 960 270 有 36 受信機 有

石動 1 ○ ○ ○ 市民体育館 屋内外 SRC
市民交流

プラザ所長 城山町1番1号 67-4500 ○ ○ ○ ○ 2,472 1,884 535 無 11 受信機 有

石動 2 ○ ○ ○ 石動中学校 屋内外 RC 学校長 観音町4番6号 67-1171 ○ ○ ○ ○ 9,690 780 220 有 107 子局 有 ※体育館構造：S
避難所面積は体育館

石動 9 ○ ○ ○ 石動高等学校 屋内外 S 学校長 西町6番33号 67-0222 ○ ○ ○ ○ 2,860 2,544 725 有 受信機 有 避難所面積は体育館

石動 5 ○ ○ 武道館 屋内外 RC 指定管理者 泉町2番30号 68-1723 ○ ○
○２階以上

×屋外 ○ 2,000 1,510 430 有 7 受信機 有

石動 6 ○ 屋内スポーツセンター 屋内外 S 指定管理者 泉町2番32号 67-5566 ○ ○ × ○ － － － 無 5 受信機 有

石動 7 ○ なかよし児童公園 屋外 － 都市建設課 泉町572番地 － ○ ○ × ○ － － － － － － 無

石動 12 ○ 南谷運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 道坪野54番地 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － 無

石動 13 ○ ○ 教育センター 屋内外 RC
教育センター

所長 岩尾滝1073番地 67-0758 ○ × × ○ 1,551 560 160 無 18 双方向子局 有

石動 14 ○ ○ 岩尾滝くつろぎ交流館 屋内外 RC 企画政策課 岩尾滝1240番地 67-1102 ○ × × ○ 319 38 10 有 受信機 無

石動 15 ○ ○ 埴生保育所 屋内外 RC 所長 石坂1番地 67-1263 ○ ○ ○ ○ 799 119 30 有 22 受信機 有

石動 16 ○ 埴生運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 石坂1番地 - ○ ○ ○ ○ － － － － － 双方向子局 無

石動 18 ○ 倶利伽羅源平の郷埴生口　駐車場 屋外 － 指定管理者  埴生字谷内2996番地5　 67-5645 ○ ○ ○ ○ － － － － － － 有

石動 19 ○ ○ 文化スポーツセンター 屋内外 RC 指定管理者 埴生字八俵2124番地1 67-7686 ○ ○ ○ ○ 1,499 359 100 有 14 子局 有

石動 20 ○ 駅南第１公園 屋外 － 都市建設課 綾子4002番地 － ○ ○ × ○ － － － － － 子局 無

石動 66 ○ ○ 研修センター　あすなろ 屋内 協定締結先 道坪野869番地2 － － － － － 150 － 原則３日間

石動 69 ○ 第１児童公園 屋外 － 都市建設課 小矢部町32番地 － ○ ○ × ○ － － － － － － 無

石動 74 ○ ○ 宗教法人聖泉寺 屋内 協定締結先 新富町4番9号 － － － － － 45 10 － 原則３日間
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７－２　小矢部市の指定緊急避難場所・指定避難所　一覧表

地　震 土　砂 洪　水
大規模
火災

全体面積
（㎡）

体育館等
収容可能
面積（㎡）

収容可能
人数

（1人3.5ｍ）

備考所在地
電話
番号

災害別使用可否区分
（○：適所　×：不適所） 暖房

設備
トイレ

数

令和８年４月１日現在

地
域

(

小
学
校
区

)

番
号

地
域
拠
点

避
難
所

基
幹

避
難
所

施設の名称
屋内・外

区分
施設
構造

施設
管理者

指
定

避
難
所

指
定
緊
急

避
難
場
所

災
害
時

協
力
協
定

指定避難所 防災
無線
の

対応

ＡＥＤ
配備
の

有無

大谷 21 ○ ○ ○ 松沢公民館 屋内外 RC 公民館長 赤倉106番地 67-0007 ○ ○
○２階以上

×屋外 ○ 460 274 75 有 6 受信機 有

大谷 24 ○ ○ ○ 正得公民館 屋内外 S 公民館長 道明119番地 67-1758 ○ ○ × ○ 383 194 55 有 4 双方向子局 有

大谷 27 ○ ○ ○ 荒川公民館 屋内外 RC 公民館長 芹川194番地 68-1214 ○ ○ × ○ 4,809 743 210 有 5 受信機 有

大谷 44 ○ ○ ○ 若林公民館 屋内外 S 公民館長 下中1番地 67-3721 ○ ○ ○ ○ 398 234 65 有 2 双方向子局 無

大谷 39 ○ ○ ○ 大谷中学校 屋内外 RC 学校長 金屋本江630番地 67-1037 ○ ○ ○ ○ 5,226 818 230 有 36 受信機 有 避難所面積は体育館

大谷 40 ○ ○ ○ 大谷小学校 屋内外 RC 学校長 水牧10番地 67-1817 ○ ○ ○ ○ 3,898 810 230 有 61 受信機 有 ※体育館構造：S
避難所面積は体育館

大谷 22 ○ 松沢運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 赤倉101番地1 － ○ ○ × ○ － － － － － 双方向子局 無

大谷 23 ○ ○ 農村環境改善センター 屋内外 RC 農林課 鷲島38番地1 67-5560 ○ ○ × ○ 1,124 589 165 有 受信機 有

大谷 25 ○ 正得運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 道明129番地 － ○ ○ × ○ － － － － － － 無

大谷 26 ○ 水落大谷記念公園 屋外 － 文化スポーツ課 水落104番地 － ○ ○ × ○ － － － － － 子局 無

大谷 28 ○ 荒川運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 芹川182番地 － ○ ○ × ○ － － － － － 双方向子局 有

大谷 41 ○ 若林運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 西中209番地 － ○ ○ × ○ － － － － － 双方向子局 無

大谷 42 ○ ○ 若林運動広場体育館 屋内 RC 文化スポーツ課 西中209番地 － ○ ○ ○ ○ 698 688 195 無 1 受信機 有

大谷 43 ○ ○ 小矢部園芸高等学校 屋内外 RC 学校長 西中210番地 67-1802 ○ ○ ○ ○ 2,867 0 0 受信機 有

大谷 65 ○ ○ 小矢部物流センター 屋内 協定締結先 水牧123番地 － － － － － 12,144 12,144 3,465 － － － 原則３日間

大谷 67 ○ ○ 大谷こども園 屋内外 W 園長 野寺80番地 67-8082 ○ ○ ○ ○ 2,761 302 85 有 62 受信機 有

大谷 72 ○ ○ いなば農協旧正得支店 屋内 協定締結先 五社381番地１ － － － － － 98 25 － 原則３日間
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７－２　小矢部市の指定緊急避難場所・指定避難所　一覧表
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東部 31 ○ ○ ○ 東部公民館 屋内外 S 公民館長 桜町1284番地 68-0997 ○ ○ × ○ 361 236 65 有 6 受信機 有

東部 35 ○ ○ ○ 宮島公民館 屋内外 RC 公民館長 了輪18番地 67-0159 ○ × × ○ 563 363 100 有 6 双方向子局 有

東部 30 ○ ○ ○ 東部小学校 屋内外 RC 学校長 西中野320番地 67-1302 ○ ○
○２階以上

×屋外 ○ 2,728 717 200 有 69 双方向子局 有 ※体育館構造：S
避難所面積は体育館

東部 3 ○ ○ 石動きらりこども園 屋内外 RC 園長 畠中町9番10号 67-4318 ○ ○
○２階以上

×屋外 ○ 1,335 150 40 有 子局 有

東部 4 ○ 小矢部河川公園 屋外 － 都市建設課 西福町3409番地 － ○ ○ × ○ － － － － － － 無

東部 8 ○ よしいけ公園 屋外 － 都市建設課 今石動町2丁目239番地 － ○ ○ × ○ － － － － － － 無

東部 32 ○ ○ 道の駅メルヘンおやべ 屋内外 S 指定管理者 桜町1535番地1 68-3811 ○ ○ × ○ 1,414 352 100 有 受信機 有

東部 33 ○ ○ 桜町ＪＯＭＯＮパーク 屋内外 W 文化スポーツ課 桜町字中出1716番地1 67-5255 ○ ○
○屋内
×屋外 ○ 117 68 15 有 － 有※ ※展示室

東部 34 ○ 宮島運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 糠子島322番地2 － ○ × × ○ － － － － － － 無

東部 75 ○ ○ 田川町内会集会所 屋内 協定締結先 田川7272番地2 － － － － － －

蟹谷 36 ○ ○ ○ 北蟹谷公民館 屋内外 RC 公民館長 末友27番地 69-8321 ○ ○ ○ ○ 406 235 65 有 4 双方向子局 無

蟹谷 38 ○ ○ ○ 北蟹谷スポーツセンター 屋内外 W 指定管理者 末友26番地 69-7770 ○ ○ ○ ○ 590 380 105 無 8 受信機 有

蟹谷 56 ○ ○ ○ 薮波公民館 屋内外 RC 公民館長 浅地672番地1 61-2046 ○ ○
○２階以上

×屋外 ○ 405 217 60 有 6 受信機 無

蟹谷 57 ○ ○ ○ 薮波スポーツセンター 屋内外 RC 指定管理者 浅地672番地1 61-1287 ○ ○ × ○ 522 459 130 無 5 受信機 有

蟹谷 61 ○ ○ ○ 東蟹谷公民館 屋内外 RC 公民館長 藤森5277番地1 69-8262 ○ ○ ○ ○ 458 282 80 有 5 双方向子局 有

蟹谷 63 ○ ○ ○ 蟹谷小学校 屋内外 RC 学校長 平桜字岡山80番地 69-8353 ○ ○ ○ ○ 4,106 724 205 有 86 受信機 有 ※体育館構造：S
避難所面積は体育館

蟹谷 64 ○ ○ ○ 蟹谷中学校 屋内外 RC 学校長 藤森60番地 69-8820 ○ ○ ○ ○ 2,511 966 275 有 53 受信機 有 避難所面積は体育館

蟹谷 37 ○ 北蟹谷運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 末友27番地 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － 無

蟹谷 58 ○ 薮波運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 浅地672番地1 － ○ ○ × ○ － － － － － 双方向子局 無

蟹谷 59 ○ ○ サイクリングターミナル 屋内外 RC 指定管理者 浅地字浄土寺119番地9 61-3596 ○ ○ ○ ○ 1,103 368 105 有 11 受信機 有

蟹谷 60 ○ ○ (株)北陸LIXIL製作所　小矢部工場 屋内 協定締結先 浅地130番地 － － － － － 1,433 1,433 405 － 有 原則３日間

蟹谷 62 ○ 東蟹谷運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 藤森5277番地 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － 無

蟹谷 68 ○ ○ 蟹谷こども園 屋内外 W 園長 平桜6055番地 69-7522 ○ ○
○屋内
×屋外 ○ 1,948 243 95 有 46 受信機 有
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７－２　小矢部市の指定緊急避難場所・指定避難所　一覧表

地　震 土　砂 洪　水
大規模
火災

全体面積
（㎡）

体育館等
収容可能
面積（㎡）

収容可能
人数

（1人3.5ｍ）

備考所在地
電話
番号

災害別使用可否区分
（○：適所　×：不適所） 暖房

設備
トイレ

数

令和８年４月１日現在

地
域

(

小
学
校
区

)

番
号

地
域
拠
点

避
難
所

基
幹

避
難
所

施設の名称
屋内・外

区分
施設
構造

施設
管理者

指
定

避
難
所

指
定
緊
急

避
難
場
所

災
害
時

協
力
協
定

指定避難所 防災
無線
の

対応

ＡＥＤ
配備
の

有無

津沢 45 ○ ○ ○
津沢コミュニティプラザ
（津沢公民館含む）

屋内外 RC 所長 清水369番地1 61-2270 ○ ○
○屋内
×屋外 ○ 1,481 521 145 有 14 受信機 有 津沢公民館含む

津沢 51 ○ ○ ○ 南部公民館 屋内外 S 公民館長 興法寺213番地2 61-3417 ○ ○ ○ ○ 265 146 40 有 2 子局 有

津沢 53 ○ ○ ○ 水島公民館 屋内外 RC 公民館長 水島109番地1 61-2524 ○ ○
○２階以上

×屋外 ○ 460 279 75 有 4 受信機 無

津沢 55 ○ ○ ○ 水島スポーツセンター 屋内外 W 指定管理者 水島109番地1 67-1031 ○ ○ × ○ 655 483 135 無 8 受信機 有

津沢 47 ○ ○ ○ 津沢小学校 屋内外 RC 学校長 新西222番地 61-4311 ○ ○ × ○ 5,966 745 210 有 92 受信機 有 ※体育館構造：S
避難所面積は体育館

津沢 49 ○ ○ ○ 津沢中学校 屋内外 RC 学校長 清沢1231番地 61-2027 ○ ○ × ○ 3,065 992 280 有 67 双方向子局 有 ※体育館構造：SRC
避難所面積は体育館

津沢 46 ○ 津沢第３児童公園 屋外 － 都市建設課  岩武字東島836番地1 － ○ ○ × ○ － － － － － 子局 無

津沢 48 ○ 津沢運動広場 屋外 － 指定管理者 津沢792番地 － ○ ○ × ○ － － － － － － 無

津沢 50 ○ ○ となみ野高等学校 屋内外 学校長 清水95番地1 61-2040 ○ ○
○２階以上

×屋外 ○ 3,029 1,602 455 有 9 受信機 有 避難所面積は体育館

津沢 54 ○ 水島運動広場 屋外 － 文化スポーツ課 水島109番地1 － ○ ○ × ○ － － － － － 双方向子局 無

津沢 71 ○ ○ 長七製麺株式会社　駐車場 屋外 － 協定締結先 津沢80番地 － ○ ○ × ○ － － － － － － －

津沢 73 ○ ○ 株式会社ゴールドウィン 屋内 協定締結先 清沢210番地 － － － － － 200 20 有 － 原則３日間

66 51 19 10 8 11,355

※　施設構造　RC：鉄筋コンクリート　SRC：鉄骨鉄筋コンクリート　S：鉄骨造　W：木造

合計
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資料編 13 相互応援協定等に関する資料 

2201 

 

13－１ 災害時相互応援協定を締結した自治体 

令和８年４月１日現在 

 協定の名称 相手方 効力発生日 

1 
金沢市・小矢部市災害時相互応援協定 石川県金沢市 S57. 8.12 

（H17.12.8） 

2 
小矢部市・津幡町災害時相互応援協定 石川県津幡町 S57. 8.12 

（H18.4.24） 

3 
砺波市・小矢部市災害時相互応援協定 砺波市 S57. 8.13 

（H19.12.3） 

4 小矢部市・南砺市災害時相互応援協定 南砺市 H18. 1.20 

5 高岡市・小矢部市災害時相互応援協定 高岡市 H18. 2.20 

6 
富山県市町村消防相互応援協定に基づく第１

応援協定 

砺波市 H16.11.29 

7         〃 南砺市 H16.11.29 

8         〃 高岡市 H17.11.21 

9 富山県市町村消防相互応援協定 県内全市町村 S44. 3. 7 

10 
石川県津幡町・富山県小矢部市・富山県砺波地

域消防組合消防相互応援協定 

石川県津幡町及び砺波地域消

防組合 

H23.4.1 

（H17.4.1） 

11 富山県消防防災ヘリコプター応援協定 富山県知事及び県内市町村 H8. 3.28 

12 富山県災害救助物資の保管に関する協定 富山県 H19.11. 1 

13 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省北陸地方整備局 H23. 3. 1 

14 北秋田市・小矢部市災害時相互援助協定 秋田県北秋田市 H24. 4.17 

15 
警察署使用不能時における施設使用に関する

協定 

小矢部警察署 H24.11.28 

（R2.12.2） 

16 
昭和37年市制施行小矢部市・小平市災害時にお

ける相互応援に関する協定 

東京都小平市 H24.12.25  

17 
高岡市・氷見市・砺波市・小矢部市・南砺市・

砺波地域消防組合消防相互応援協定 

高岡市、氷見市、砺波市、南

砺市及び砺波地域消防組合 

H25. 8.23 

（H31.3.26） 

18 
木曽義仲公が結ぶ縁 小矢部市・嵐山町災害時

相互応援に関する協定 

埼玉県嵐山町 H25.10.30 

19 
小矢部市及び大府市の大規模災害時における

相互応援に関する協定 

愛知県大府市 H26. 2.19 

20 
石川県金沢市・富山県小矢部市消防相互応援協

定 

石川県金沢市 H31.3.26 

21 
原子力災害時における菊川市民の県外広域避

難に関する協定 

静岡県菊川市及び高岡市、氷

見市、砺波市 

R1.6.27 

13 相互応援協定等に関する資料 

10

資料３



資料編 13 相互応援協定等に関する資料 

2202 

22 小矢部市・八幡市災害時相互応援協定 京都府八幡市 R5.2.3 

23 
大規模災害時における「チームとやま」による

相互応援等に関する協定 

富山県及び県内市町村 R8.1.19 

※効力発生日の二段書きは、内容の変更等に伴い、再度協定したもの。 

 

資料：総務課 
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13－２ 災害時における応急対策業務等に関する協定を締結した団体等 

令和８年４月１日現在（見込） 

  
協定の名称 相手方 

効力 

発生日 
分野 

1 災害緊急放送に関する相互協定書 となみ衛星通信テレビ株式会社 H17.5.30 情報伝達 

2 
災害時等による応急活動の協力に

関する協定 

小矢部市管工事業協同組合 H19.5.1 インフラ

復旧 

3 
災害時における応急対策業務に関

する協定書 

小矢部市建設業協会 H19.10.22 インフラ

復旧 

4 
災害時における緊急用燃料の供給

に関する協定書 

富山県エルピーガス協会小矢部支

部 

H20.2.28 インフラ

復旧 

5 
災害時における応急対策活動に関

する協力協定書 

財団法人北陸電気保安協会 H20.4.15 インフラ

復旧 

6 
災害時における救援物資提供に関

する協定書 

北陸コカ・コーラボトリング株式

会社 

H20.6.20 物資供給 

7 
災害時における応急対策業務に関

する協定書 

社団法人斜面防災対策技術協会、

富山県地質調査業協会 
H23.8.22 

インフラ

復旧 

8 
災害時の応援業務に関する協定書 社団法人富山県測量設計業協会 H24.2.29 インフラ

復旧 

9 
災害時における建築物等の解体撤

去の実施に関する協定書 

社団法人富山県構造物解体協会 
H24.3.27 

インフラ

復旧 

10 
災害時における生活必需物資の供

給に関する協定書 
ユニー株式会社ピアゴ小矢部店 H25.2.22 物資供給 

11 災害時における協力協定書 株式会社新日軽北陸 H26.7.23 避難収容 

12 災害時における協力協定書 
ＮＰＯ法人コメリ災害対策センタ

ー 
H27.2.26 物資供給 

13 
災害時における物資提供等の協力

に関する協定書 
北陸森紙業株式会社小矢部事業所 H27.2.27 物資供給 

14 
災害時における支援活動に関する

協定書 

小矢部市柔道整復師会 H28.5.18 医療救護 

15 災害時における協力協定書 ＳＴ物流サービス株式会社 H28.5.18 避難収容 

16 
災害に係る情報発信等に関する協

定書 

ヤフー株式会社 H28.5.18 情報伝達 

17 
災害時における応急対策業務に関

する協定書 

富山県瓦工事業協同組合 H28.11.28 応急対策 

18 
災害時における応急対策業務に関

する協定書 

富山県電気工事工業組合 H28.12.5 インフラ

復旧 

19 
災害時における救援物資の供給に関

する協定 
株式会社三喜有 H29.2.2 物資供給 

20 
災害時における畳の提供に関する協

定 

「5 日で 5000 枚の約束。」プロジェク

ト実行委員会 
H29.2.22 物資供給 

21 
小矢部市と小矢部市内郵便局との協

力協定 
小矢部市内郵便局 H29.2.24 情報伝達 

22 
災害時におけるレンタル機材の提供

に関する協定 
株式会社ヨシカワ H29.3.21 

レンタル 

機材供給 

12
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23 
災害時における避難所施設の提供に

関する協定 
大和トランスポート株式会社 H29.3.26 避難収容 

24 
災害時における支援協力に関する協

定 
大和トランスポート株式会社 H30.5.16 

情報収

集・輸送 

25 
地震災害時における被災建築物の応

急対策活動の協力に関する協定 

一般社団法人富山県建築士事務所

協会、公益社団法人富山県建築士

会、公益社団法人日本建築家協会

北陸支部富山地域会 

R1.11.18 応急対策 

26 
災害時における復旧支援協力に関す

る協定 

公益社団法人日本下水道管路管理

業協会 
R1.12.20 

インフラ復

旧 

27 防災力向上に関する連携協定 
損害保険ジャパン日本興亜株式会

社 
R2.1.23 

地域防災

力向上 

28 
災害時の情報収集等に関する応援協

定 

小矢部市アマチュア無線非常通信

協力会 
R2.6.29 

情報収

集・伝達 

29 

災害時における避難場所としての使

用及び炊き出し等による食料の供給

に関する協定 

長七製麺株式会社 R3.6.1 

避難収

容・物資

供給 

30 
災害時における応急対策活動に関す

る協力協定 
富山県西部森林組合 R3.11.9 応急対策 

31 
災害時における支援物資の受入及び

配送等に関する協定 
佐川急便株式会社 R4.1.28 

支援物資

受入・配

送等 

32 
地域連携に関する協定（災害・防犯対

策に関すること） 

北陸電力株式会社、北陸電力送配

電株式会社 
R4.6.7 停電復旧 

33 

包括連携に関する協定（災害時にお

ける飲料及び食料品の提供に関する

こと） 

富山ヤクルト販売株式会社 R4.12.23 物資供給 

34 
包括連携に関する協定（防災・災害時

における協力に関すること） 
大塚製薬株式会社 R5.1.11 物資供給 

35 
災害時における避難所施設の提供に

関する協定 
いなば農業協同組合 R5.3.20 避難収容 

36 
災害時におけるクリーニング協力に関

する協定 
株式会社サンドライ R5.3.29 

クリーニン

グ協力 

37 
大規模火災等における消防用水供給

等に関する協定 

富山県砺波地区生コンクリート協同

組合 
R5.3.29 

消防用水

供給 

38 
災害時における支援協力に関する協

定 
三井不動産株式会社 R5.6.13 

用地提供

協力 

39 
災害時における無人航空機による協

力に関する協定 
株式会社フルテック R5.12.1 応急対策 

13



資料編 13 相互応援協定等に関する資料 

2205 

40 
災害時における石油燃料の供給に関

する協定 
小矢部市石油組合 R5.12.7 燃料供給 

41 
災害時における救援物資の供給に関

する協定 
アルビス株式会社 R5.12.22 物資供給 

42 
災害時における資機材リースの協力

に関する協定 
コマツ富山株式会社 R6.5.21 

レンタル

機材供給 

43 
小矢部市災害ボランティアセンターの

設置等に関する協定 

社会福祉法人小矢部市社会福祉協

議会 
R6.4.1 

ボランティ

アセンタ

ー運営 

44 災害時における連携に関する協定 

社会福祉法人小矢部市社会福祉協

議会・一般社団法人小矢部青年会

議所 

R6.5.22 

ボランティ

アセンタ

ー体制強

化協力 

45 
地方創生に関する連携協定（防災・災

害対策に関すること） 

あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社 
R6.7.8 

地域防災

力向上 

46 
災害発生時における法律相談業務等

に関する協定 
富山県弁護士会 R7.2.14 

法律相談

業務協力 

47 
災害時における避難所施設の提供に

関する協定 
株式会社ゴールドウイン R7.5.20 避難収容 

48 
災害時におけるレンタル資機材の供

給に関する協定 

一般社団法人ジャパン・レンタル・ア

ソシエーション 
R7.7.24 

レンタル

機材供給 

49 
災害時における避難所施設の提供に

関する協定 
宗教法人聖泉寺 R8.1.28 避難収容 

50 
災害時における避難所施設の提供に

関する協定 
田川町内会 

R8.3 月中

（予定） 
避難収容 

資料：総務課 
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13－３ 福祉避難所協定施設 

 

「災害時における福祉避難所としての使用に関する協定書」を締結した団体及び施設の一覧 

令和８年４月１日現在 

資料：総務課 

 

 

 

 

 

 

 相手方 施設名 効力発生日 

１ 

社会福祉法人小矢部福祉会 

特別養護老人ホームほっとはうす千羽 

H22.1.21 

２ ほっとはうす千羽デイサービスセンター 

３ ケアハウスおやべ 

４ 社会福祉法人清楽会 特別養護老人ホーム清楽園 

５ 

社会福祉法人渓明会 

障害者支援施設 渓明園からまつ 

６ 障害者支援施設 渓明園あすなろ 

７ 渓明会こごみ R3.2.25 

８ 
特定非営利活動法人 

わくわく小矢部 
デイサービスわくわく小矢部 

H22.1.21 

９ 医療法人社団にしの会 にしの老人保健施設 

10 
医療法人社団啓愛会 

介護老人保健施設ゆうゆうハウス H23.6.17 

11 グループホームはっちょうとんぼ 

H22.1.21 12 株式会社ウェルサポート ローカルセンター小矢部 

13 株式会社フィットケア ケアタウンおやべ 

14 
社会福祉法人 

手をつなぐとなみ野 
ぴーすあけぼの R4.2.25 
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令和７年度の主な防災事業等について 

 

１ 職員の非常配備体制 

大雨、洪水、暴風などの気象警報の発表や河川の水位増による水防警報の

発令がされた場合は、被害規模等の情報収集、応急対策を講ずるため 24 時間

体制で職員が警報等の解除まで警戒配備体制を取ります。また、地震の場合

は、震度３以上で警戒配備体制を取ることとしております。 

 

２ 防災訓練等の実施 

(1) シェイクアウト訓練 令和７年９月１日(月)  

市内全域において、市職員及び住民等を対象に実施いたしました。 

(2) 小矢部市総合防災訓練 令和７年９月 23 日(火・祝) 

正得公民館及び大谷小学校を会場として、地震を想定した総合的な防災

訓練を行いました。 

避難所開設・運営、障害者避難誘導訓練、備蓄物資運搬訓練、非常給水

訓練、災害伝言ダイヤル体験などを行い、約 250 人の方々に参加いただき

ました。また、協定に基づき、ドローンによる物資運搬のデモフライトを

実施しました。 

(3) 全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験 

令和７年５月28日(水)、８月20日(水)、11月 12日(水)、令和８年２月６日(金)

の４回全国瞬時警報システム(Ｊアラート)を受け、自動起動による市内の

防災行政無線子局からの試験放送を行いました。 

(4) 孤立集落状況把握支援訓練（内閣府モデル事業） 

令和７年９月 20 日(土)、10 月 12 日(日)  

南谷地区で孤立集落状況把握訓練を実施しました。事前学習、当日の避

難訓練、振り返りを通して、災害時にどのように対応すべきか地区住民の

方と確認しました。ドローンによる情報収集訓練、物資運搬訓練を実施し

たほか、県の協力により衛星通信訓練を実施しました。 

(5) 避難生活支援リーダーサポーター研修（内閣府モデル事業） 

令和７年 10月 25 日(土)、10 月 26 日(日)  

市内各地区防災会役員や防災士の方、女性団体などを対象に、避難生活

の支援方法を学習する研修会を開催しました。座学だけでなく、ロールプ

レイやワークショップなどを通して実践的な方法を深く学びました。 

資料４ 

16



(6) 市職員安否確認訓練及び通信訓練 令和８年３月 20 日（土） 

市職員はチャットツールによる情報伝達・情報共有を行いますが、全職

員を対象にチャットツールによる安否確認訓練を実施しました。スマート

フォンにチャットツールアプリのインストールを促し、時間外でもスムー

ズに情報伝達できるか確認を行いました。 

(7) 市職員向け救急救命講習の実施 

３年ごとに全職員が受講する救急救命講習を実施し、心臓マッサージの

方法や AED の使い方などを学びました。 

 

３ 災害協定の締結 

(1) 株式会社ゴールドウイン（令和７年５月 22 日締結） 

災害時における避難所施設の提供に関する協定 

(2)一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション（令和７年７月 24

日締結） 

災害時におけるレンタル資機材の供給に関する協定 

(3) 富山県及び県内市町村（令和８年１月 19 日締結） 

大規模災害時における「チームとやま」による相互応援等に関する協定 

(4) 宗教法人聖泉寺（令和８年１月 28 日締結） 

災害時における避難所施設の提供に関する協定 

 

４ 防災情報の提供や啓発活動 

(1) 防災・緊急メールによる情報提供 

防災・緊急メールにて登録者（現在 4,279 人）へ気象情報や災害情報な

どを提供しました。（計 239 回） 

(2) 出前講座の実施 

各種団体からの要請等により出前講座を計 16 回実施しました。 

(3) 広報おやべ「防災コーナー」の掲載 

広報おやべ 4 月号から「防災コーナー」を掲載し、ハザードマップ等の

確認やマイ・タイムラインの作成、３日分の備蓄食の準備、ローリングス

トックの活用、非常持ち出し袋の準備など、市民に対して周知を行いまし

た。 

 

17



(4) 災害パネル展示の実施 

「道の駅メルヘンおやべ×三井アウトレットパーク北陸小矢部合同防災

訓練」（7/31（木）～9/11（木））時、道の駅において、令和５年７月豪雨

災害、令和６年能登半島地震等のパネル展示や災害関連本等を展示しまし

た。 

 

５ 自助・共助の体制整備への取組 

(1) 防災士の養成 

県の防災士養成事業を活用し、各地区からの推薦に基づき防災士の養成

を行いました。令和７年度は、新たに 23 名の防災士を養成しました。 

 (2) 小矢部市自主防災組織連絡協議会への支援 

18 地区の自主防災組織（防災会）からなる市自主防災組織連絡協議会へ

の支援を行いました。総会や研修会を実施しました。 

 

(3) 小矢部市防災士連絡協議会への支援 

市内の防災士のうち、会の趣旨に賛同した防災士で組織する市防災士連

絡協議会への支援を行いました。総会や視察研修等を実施しました。（令和

７年度会員数 130 名） 

(4) 市自主防災組織連絡協議会と市防災士連絡協議会の意見交換会 

各地域での防災活動を円滑に行うため、また、地区防災計画の策定にお

ける防災士の参画を推進するため、両組織の意見交換会を昨年度に引き続

き開催しました。地区で行う訓練の重要性や、資機材の確認・点検作業を

行う必要性、防災士のスキルアップの重要性などについて意見交換しまし

た。 

(5) 個別避難計画作成モデル事業（内閣府モデル事業） 

日常生活において配慮が必要な「要配慮者」のうち、災害が発生した時

に自力での避難が難しい「避難行動要支援者」に対して、どこに避難する

のか、誰が支援するのか、避難時に気を付ける点は何か、など一人ひとり

に対応した「個別避難計画」を策定する必要があります。 

これまで本市では、地区防災会に作成を依頼してきましたが、より作成

をしやすくするため、「個別避難計画作成の手引き」を作成しました。この

作成にあたり、防災と福祉の連携を強化するため、連絡会議を４回開催し、

手引き作成や、今後の事業の進め方について意見をいただきました。 
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